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２ 大気 
（１）ばい煙発生施設設置状況（平成 31 年 3 月 31 日現在） 

 
 
 
 
 
 
 

 

（２）一般粉じん発生施設設置状況（平成 31 年 3 月 31 日現在） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

大津市 南部 甲賀 東近江 湖東 湖北 高島 計

1 ボイラー（10㎡以上） 139 242 173 269 83 92 26 1024

小型ボイラー 85 217 204 165 150 97 45 963

3 金属焙焼炉 0 0 1 0 0 0 0 1

5 溶解炉 0 1 11 44 3 2 0 61

6 金属加熱炉 7 27 56 31 16 2 0 139

9 焼成炉および溶融炉 16 3 37 94 0 16 0 166

11 乾燥炉 20 34 19 38 28 24 2 165

13 廃棄物焼却炉 11 19 10 11 6 7 2 66

24 鉛精錬用溶解炉 0 0 0 8 9 2 0 19

29 ガスタービン 0 0 0 1 0 0 0 1

30 ディーゼル機関 0 3 1 5 0 0 0 9

31 ガス機関 0 0 0 0 0 0 0 0

32 ガソリン機関 0 0 0 0 0 0 0 0

ボイラー（電気事業法に係るもの） 0 0 0 0 0 0 0 0

ガスタービン（　　　　　〃　　　　　） 37 17 3 6 8 10 1 82

ディーゼル機関（　　　　〃　　　　） 70 101 63 71 37 41 8 391

ガス機関（　　　　　　〃　　　　　　） 11 19 17 5 5 10 0 67

ボイラー（ガス事業法に係るもの） 0 0 4 0 0 0 0 4

ガスタービン（　　　　　〃　　　　　） 0 0 1 0 0 0 0 1

焼成炉（鉱山保安法に係るもの） 0 0 0 0 0 1 0 1

乾燥炉（　　　〃　　　　　　　　） 0 0 0 0 0 5 0 5

計 396 683 600 748 345 309 84 3165

150 204 192 185 114 111 46 1002

項番号 ばい煙発生施設の種類
施設数

届出工場・事業場数

大津市 南部 甲賀 東近江 湖東 湖北 高島 計

1 コークス炉 0 0 0 0 0 0 0 0

2 堆積場 8 6 18 6 3 28 6 75

3 コンベア 53 11 60 9 5 43 18 199

4 破砕・摩砕機 12 5 21 1 4 27 6 76

5 ふるい 18 3 13 3 3 1 7 48

計 91 25 112 19 15 99 37 398

6 11 26 14 6 14 6 83

項番号 一般粉じん発生施設の種類
施設数

届出工場・事業場数
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（３）「公害防止条例」による横出し施設の設置状況（平成 31 年 3 月 31 日現在） 

 
 

 
 

（４）揮発性有機化合物排出施設の設置状況（平成 31 年 3 月 31 日現在） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

大津市 南部 甲賀 東近江 湖東 湖北 高島 計

2 溶鉱炉・転炉・平炉 0 0 0 0 0 4 0 4

4 電気用陶磁器製造用焼成炉 0 158 0 180 1 0 0 339

6 乾燥炉（カドミウム、鉛化合物を使用する
ものに限る）

0 1 0 4 0 0 0 5

20 鋳型造形施設（ｼｪﾙﾓｰﾙﾄﾞ法に限る) 0 10 22 120 29 3 0 184

21 ﾌｪﾉｰﾙ樹脂製品製造の用に供する反応施
設および乾燥施設

0 3 24 0 3 112 0 142

22 混合施設（カドミウム、鉛化合物を使用す
るものに限る）

0 9 0 0 0 8 0 17

計 0 181 46 304 33 127 0 691

0 9 27 11 8 12 0 67

施設名
施設数

届出工場・事業場数

項番号

大津市 南部 甲賀 東近江 湖東 湖北 高島 計

1
揮発性有機化合物を溶剤として使用する
化学製品の製造の用に供する乾燥施設

1 6 2 0 0 0 0 9

2 塗装施設 1 0 3 8 0 0 0 12

3 塗装の用に供する乾燥施設 0 5 5 12 8 7 0 37

4
印刷回路用銅張積層板、粘着テープ若し
くは粘着シート、はく離紙又は包装材料の
製造に係る接着の用に供する乾燥施設

0 19 13 8 14 4 0 58

5 接着の用に供する乾燥施設 1 2 2 0 9 1 1 16

6
印刷の用に供する乾燥施設（オフセット輪
転印刷に係るものに限る。）

0 0 0 2 0 0 0 2

7
印刷の用に供する乾燥施設（グラビア印
刷に係るものに限る。）

0 1 7 4 2 0 0 14

8
工業の用に供する揮発性有機化合物によ
る洗浄施設

0 13 1 0 0 0 0 14

9
ガソリン、原油、ナフサその他の温度３７．
８度において蒸気圧が２０キロパスカルを
超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク

0 0 0 0 0 0 0 0

計 3 46 33 34 33 12 1 162

2 10 14 9 8 4 1 48届出工場・事業場数

項番号 施設名
施設数


